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付
加
保
険
料
と
付
加
年
金
の
額

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
な
ら
び
に
任
意
加
入
被
保
険
者

は
、
定
額
保
険
料
に
月
額
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し

て
納
め
る
こ
と
で
、
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

付
加
年
金
額
は
、
「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
」
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
５
年
間
（
60
月
）
の
付
加
保
険
料
を

納
め
た
と
き
の
総
付
加
保
険
料
額
が
２
４
，
０
０
０
円
（
４
０
０

円
×
60
月
）
な
の
に
対
し
、
65
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
付
加
年
金
額

は
年
額
１
２
，
０
０
０
円
（
２
０
０
円
×
60
月
）
と
な
り
ま
す
。

　

付
加
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金
と
合
わ
せ
て
受
給
で
き
る
終
身

年
金
で
す
。
た
だ
し
、
付
加
年
金
は
定
額
の
た
め
、
物
価
の
上
下

に
対
応
し
た
「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
度
」
（
増
額
や
減
額
）
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
付
加
年
金
は
老
齢
基
礎
年
金
と
い
っ
し
ょ
に
支

給
さ
れ
る
た
め
、
繰
上
げ
支
給
、
繰
下
げ
支
給
し
た
と
き
に
は
、

老
齢
基
礎
年
金
と
同
じ
割
合
で
減
額
ま
た
は
増
額
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

付
加
年
金
を
納
め
ら
れ
る
方
は

　

付
加
年
金
を
納
め
ら
れ
る
方
は
、
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者
（
自
営
業
者
や
学
生
な
ど
）
や
任
意
加
入
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
の
方
を
除
く
）
で
す
。
し
か
し
、
半
額
免
除
な
ど
の
一
部
免
除
を

含
め
、
国
民
年
金
保
険
料
を
免
除
さ
れ
て
い
る
方
は
付
加
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入

し
て
い
る
方
も
、
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し
込
ん
だ
月
分
か
ら
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
納
付
期
限
（
翌
月
末
日
、
休
日
・
祝
日
の
場
合
は
翌

営
業
日
）
を
経
過
し
た
場
合
で
も
、
期
限
か
ら
２
年
間
は
付
加
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替
や
割
安
に

な
る
前
納
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

保
険
年
金
課　

☎
45
・
３
１
１
１
（
内
線
１
１
３
）

　

大
垣
年
金
事
務
所　

☎
０
５
８
４
・
78
・
５
１
６
６

「
付
加
年
金
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？

「
付
加
年
金
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？

町
県
民
税
に
つ
い
て

町
県
民
税
に
つ
い
て

　

６
月
30
日
は
令
和
２
年
度
町
県
民
税
の

第
１
期
の
納
期
限
で
す
。

　

町
県
民
税
は
、
前
年
の
１
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
に
得
た
収
入
か
ら
計
算
さ

れ
、
そ
の
年
の
１
月
１
日
に
住
ん
で
い
る

住
所
地
に
対
し
て
１
年
分
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

納
付
に
は
普
通
徴
収
と
特
別
徴
収
の
２

種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

普
通
徴
収
は
、
納
付
書
で
直
接
納
め
て

い
た
だ
く
方
法
で
す
。
主
に
自
営
業
や
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
の
方
な
ど
が
対
象
に
な
り
ま

す
。
６
月
・
８
月
・
10
月
と
翌
年
の
１
月

の
４
回
で
納
め
て
い
た
だ
き
、
納
税
通
知

書
は
６
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
は
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
方
が
勤
務
先
で
給
料
か
ら
天
引
き

さ
れ
る
方
法
で
す
。
６
月
か
ら
翌
年
５
月

に
か
け
て
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

令
和
２
年
度
対
象
の
方
に
つ
い
て
は
既
に

会
社
に
納
税
通
知
書
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

年
金
を
受
け
取
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
、

特
別
徴
収
で
納
税
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
町
県
民
税
は
前
年
の
所
得
を
も
と

に
計
算
す
る
の
で
、
会
社
な
ど
を
退
職
さ

れ
た
場
合
は
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に

切
り
替
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
　
　
　
　
　

　

税
務
課　

住
民
税
係

　

☎
45
・
３
１
１
１（
内
線
１
４
５
、１
４
６
）

町
県
民
税　
　
　
　

第
１
期　

６
月
30
日
（
火
）

国
民
健
康
保
険
税　

第
２
期　

６
月
30
日
（
火
）

★
町
民
税
・
県
民
税
★

　

納
税
通
知
書
発
送　

６
月
10
日
（
水
）

★
延
長
窓
口
サ
ー
ビ
ス
★

　

毎
週
水
曜
日
は
、
午
後
７
時
ま
で
税
務
課
窓
口
業
務
を
延
長
し
て
い
ま
す
。

　

町
税
の
納
付
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

★
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
る
方
へ
★

　

口
座
振
替
は
、
各
納
期
限
が
振
替
日
と
な
り
ま
す
。
納
期
限
の
前
日
ま

で
に
預
金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

今
月
の
納
税

今
月
の
納
税

  
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は「
現
況
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る
状
況
を
記
載
し
、
児
童
手
当

を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

提
出
が
必
要
な
方
に
は
６
月
上
旬
ま
で
に
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
６
月
30
日（
火
）
ま
で
に
健
康
福
祉
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

健
康
福
祉
課　

子
育
て
支
援
政
策
係

　
　
　
　
　
　

☎
45
・
３
１
１
１（
内
線
１
５
３
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
令
和
２
年
６
月
か
ら

予
定
し
て
い
ま
し
た
、
国
保
特
定
健
康
診
査
と
ぎ
ふ
・
す
こ
や
か
健
診
は
、

実
施
を
延
期
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
実
施
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
て
関

係
機
関
と
協
議
し
、
決
ま
り
次
第
改
め
て
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

受
診
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
皆
さ
ん
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
申
し
訳

ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、ご
理
解
、ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課　

☎
45
・
３
１
１
１（
内
線
１
１
４
）

　
　
　
　
　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
45
・
３
１
９
１

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は
６
月
末
ま
で
に

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は
６
月
末
ま
で
に

令
和
２
年
度　

国
保
特
定
健
康
診
査
と
ぎ
ふ
・
す
こ

令
和
２
年
度　

国
保
特
定
健
康
診
査
と
ぎ
ふ
・
す
こ

や
か
健
診
を
延
期
し
ま
す

や
か
健
診
を
延
期
し
ま
す


